
令和５年 第12回 

令和５年９月１日 

福岡市中央区選挙管理委員会 

議 題 

議案第45号 選挙人名簿から抹消する者について 

議案第46号 選挙人名簿に登録する者について（９月定時登録） 

その他 

裁判員候補者・検察審査会候補者予定者の名簿調製について 

次回開催日  令和５年９月20日（水）10：00～ 区長応接室 

次々回開催日 令和５年10月20日（金）10：00～ 区長応接室 
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議案第45号 

 
   選挙人名簿から抹消する者について 

 

 選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和５年９月１日 

                      福岡市中央区選挙管理委員会 

                        委 員 長  妹尾 俊見 

 

１ 抹消する者の数        1,487人     

  内訳 死亡者          73人     

     国籍喪失者        ０人     

     市外転出者       1,414人     

     登録移転者        ０人 

     誤載者          ０人     

      一般誤載者       ０人     

      重複登録者       ０人     

      住民票職権消除者    ０人     

     判決の確定による者    ０人     

 

２ 抹消する者の氏名等     別紙のとおり 

 

３ 抹消年月日         令和５年９月１日  

 

 

（根拠） 

 ・議決及び告示  公職選挙法第28条の規定による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各

号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。こ

の場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。 

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を

経過するに至つたとき。 

三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転を

することとするとき。 

四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 
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抹消者の内訳 

                    単位：人  

区分 死亡者 転出者 誤載者 計 

男 33 723 0 756 

女 40 691 0 731 

計 73 1,414 0 1,487 
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議案第 46号 

 

   選挙人名簿に登録する者について（９月定時登録） 

 

 令和５年９月１日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり選挙人名

簿に登録する。 

 

  令和５年９月１日 

                                 福岡市中央区選挙管理委員会 

                                   委 員 長  妹 尾  俊 見 

 

１ 登録する者の数        5,263人 

２ 登録する者の氏名等  別紙のとおり 

３ 登録年月日      令和５年９月１日 

 

 

 

 

登録者の内訳 

            単位：人  

男性 女性 計 

2,557 2,706 5,263 

 

 

 

 

 

（根拠）公職選挙法第22条第１項の規定による。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(登録) 

第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人 

名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の一日に選挙人名簿に登録しなければな 

らない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日から七日までの間に選挙の 

期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところによ 

り、登録の日を変更することができる。 

２ 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管 

理する選挙管理委員会（衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に 

ついては、中央選挙管理会）が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録さ 

れる資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。 
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(イ)　死亡のため

(ロ)　転出後４箇月を経過
　　したため

(ハ)　在外名簿への登録
　　移転のため

（ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

計(ｲ)+(ﾛ)+(ﾊ)+(ﾆ)-(　)

3,540

0 0

選挙人名簿登録者数調（令和５年９月１日現在）

　　　　　　　　　　 男女別
　区分

男 女 計

令和５年６月１日現在
選挙人名簿登録者数　　(ａ)

73,361 95,068 168,429

(ａ)以後の
抹消者数

(ｅ)

※(ｃ)以後
ではない

166 181 347

1,750 1,790

0

(ニ)　誤載のため
0 0 0

1,916 1,971 3,887

761 1,332

(ａ)以後の移し替えによる
減少数(指定都市の区)　　(ｇ)

683 783 1,466

(ａ)以後の移し替えによる
増加数(指定都市の区)　　(ｆ)

571

2,557 2,706 5,263

今回定時登録日現在における
名簿登録者数　　　　　　(ｉ)
　(a+b+c+d+f)－(e+g)＋(h)

73,890 95,781 169,671

今回（令和５年９月１日）
追加登録者数　　　　　　(ｈ)

備　　考

指定在外選挙

投票区名 大名 投票区

在外選挙人名簿登録者数調（令和５年９月１日現在）

　　　　　　　　　　 男女別
　区分

男 女 計

93 147

令和５年６月１日現在
在外選挙人名簿登録者数　(ａ)

55 95 150

(ａ)以後の抹消者数　　　(ｂ) 1 2 3

備　　考

(ａ)以後の追加登録者数　(ｃ) 0 0 0

今回定時登録日現在における
在外選挙人名簿登録者数　(ｄ)
　　(ａ)－(ｂ)＋(ｃ)

54
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福岡市中央区

男 女 計

1  春吉第一 3,970 4,649 8,619

2  春吉第二 2,709 3,421 6,130

3  警固第一 3,317 4,920 8,237

4  警固第二 3,079 4,171 7,250

5  大　　名 1,305 1,661 2,966

6  赤　　坂 3,850 5,123 8,973

7  舞　　鶴 3,810 4,485 8,295

8  簀子第一 3,714 4,578 8,292

9  簀子第二 1,663 2,278 3,941

10  当仁第一 3,694 4,745 8,439

11  当仁第二 2,210 2,921 5,131

12  南当仁第一 2,966 3,623 6,589

13  南当仁第二 2,778 3,268 6,046

14  南当仁第三 1,797 2,152 3,949

15  高　　宮 4,528 6,386 10,914

16  一 本 木 3,354 4,847 8,201

17  平　　尾 2,838 3,549 6,387

18  草 ヶ 江 3,036 4,136 7,172

19  小　　笹 1,712 2,095 3,807

20  梅 光 園 1,518 1,978 3,496

21  福　　浜 1,625 2,408 4,033

22  小 笹 南 3,944 4,708 8,652

23  笹　　丘 3,197 3,835 7,032

24  薬　　院 4,191 5,925 10,116

25  六 本 松 3,085 3,919 7,004

合　計 73,890 95,781 169,671

投票区別選挙人名簿登録者数報告書

番
号

名簿登録者数
投票区名
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番
号

投票区名
４年９月
（A）

４年12月 ５年３月 ５年６月
５年９月

（B)

１年間の
増減数

（B－A）

1  春吉第一 8,501 8,510 8,493 8,513 8,619 118

2  春吉第二 5,969 5,976 5,969 5,976 6,130 161

3  警固第一 8,190 8,193 8,175 8,211 8,237 47

4  警固第二 7,246 7,276 7,238 7,202 7,250 4

5  大　　名 2,997 2,989 2,980 2,978 2,966 ▲ 31

6  赤　　坂 8,818 8,876 8,908 8,930 8,973 155

7  舞　　鶴 8,307 8,275 8,311 8,239 8,295 ▲ 12

8  簀子第一 8,177 8,192 8,256 8,294 8,292 115

9  簀子第二 3,925 3,890 3,880 3,872 3,941 16

10  当仁第一 8,495 8,499 8,479 8,411 8,439 ▲ 56

11  当仁第二 4,992 5,011 5,027 5,016 5,131 139

12  南当仁第一 6,552 6,564 6,557 6,592 6,589 37

13  南当仁第二 5,978 5,982 6,035 6,019 6,046 68

14  南当仁第三 3,890 3,910 3,898 3,876 3,949 59

15  高　　宮
9,316

(10,667)
10,725 10,671 10,767 10,914

1,598
（247）

16  一 本 木
9,432

(8,081)
8,112 8,117 8,151 8,201

▲1,231
（120）

17  平　　尾 6,281 6,352 6,374 6,387 6,387 106

18  草 ヶ 江 7,101 7,116 7,139 7,166 7,172 71

19  小　　笹 3,815 3,834 3,818 3,826 3,807 ▲ 8

20  梅 光 園 3,506 3,488 3,484 3,469 3,496 ▲ 10

21  福　　浜 4,109 4,087 4,063 4,052 4,033 ▲ 76

22  小 笹 南 8,708 8,654 8,647 8,573 8,652 ▲ 56

23  笹　　丘 6,702 6,715 6,848 6,961 7,032 330

24  薬　　院 9,839 9,869 9,863 9,946 10,116 277

25  六 本 松 6,964 6,963 6,953 7,002 7,004 40

合　　計 166,398 168,058 168,183 168,429 169,671 3,273

※15高宮投票区と16一本木投票区の（　）は那の川２丁目変更後を反映させた人数です。

定時登録時の名簿登録者数の推移（投票区毎）
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